
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅オーナー・管理者の皆様へ 
R5.09  金沢市 

町会が管理するごみステーションを利用する場合には、当番や準備など、 

それぞれのルールがありますので、事前に町会の了承を得ておくなど、入居 

者と町会との間にトラブルが起こらないようにしてください。 

なお、トラブルが発生した場合は、オーナー・管理者などが責任を持って 

対応してください。 

アパート・マンションでも、ごみステーションが設置可能です！ 

 

燃やすごみ 燃やさないごみ・資源回収 

10世帯に一か所 50世帯に一か所 

【問い合わせ先】金沢市役所ごみ減量推進課 TEL (076)220-2302 

町会が管理するごみステーションで

トラブル発生中！！！ 

【問い合わせ先】 

ごみステーションの新設・移設・廃止について 
西部地区・・・西部管理センター 糸田新町１ー３０ 

TEL 076-242-1371 

東地地区・・・東部管理センター 鳴和台 359 

TEL 076-252-6050 


